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平成22年(2010年)5月28日

第2187号

平成22年5月28日

金曜日

目 次

 告示
○ インターネット時事情報利用の随意契約の相手方に関する公示(システム管理課)

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告(西部地域振興センター)

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告(利根地域振興センター)

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告(北部地域振興センター)

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告(北部地域振興センター)

○ 大気汚染常時監視システム機器賃貸借に関する随意契約の相手方の公示(大気環境課)

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律による介護機関の指定(社会福祉課)

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律による指定介護機関の変更の届出(社会福祉課)

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律による指定介護機関の廃止の届出(社会福祉課)

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律による医療機関及び施術者の指定(社会福祉課)

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律による指定医療機関及び指定施術者の変更の届出(社会福祉課)

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律による指定医療機関の廃止の届出(社会福祉課)

file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502881/pdf/1/22kokuji.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502844/pdf/1/midori.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502846/pdf/1/reibun1gou-90317yuuseikai.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502845/pdf/1/07reibun1.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502870/pdf/1/nihonnmitubachikozonnkai.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502874/pdf/1/%EF%BC%B7%EF%BC%B4%EF%BC%AF%E5%91%8A%E7%A4%BAH22.5.28.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502852/pdf/1/01kaigo-shitei.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502852/pdf/1/01kaigo-shitei.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502860/pdf/1/02kaigo-henkou.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502860/pdf/1/02kaigo-henkou.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502861/pdf/1/03kaigo-haishi.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502861/pdf/1/03kaigo-haishi.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502867/pdf/1/iryou-sezyutu-shitei.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502867/pdf/1/iryou-sezyutu-shitei.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502868/pdf/1/iryou-henkou.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502868/pdf/1/iryou-henkou.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502869/pdf/1/iryou-haishi.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502869/pdf/1/iryou-haishi.pdf
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○ 上用水堰土地改良区の役員就退任届(東松山農林振興センター)

○ 備前渠用水路土地改良区の定款変更認可(農村整備課)

○ 北鴻巣駅西口土地区画整理事業の事業計画の変更認可(市街地整備課)

○ 鴻巣都市計画三ツ木土地区画整理事業の事業計画の変更認可(市街地整備課)

○ 上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業保留地の一般競争入札による処分の公告(市街

地整備課)

○ 指定構造計算適合性判定機関の事務所の所在地変更(建築安全課)

○ 埼玉県議会広報テレビ番組制作・放送業務の随意契約の相手方の公示(政策調査課)

○ 県立特別支援学校スクールバス運行業務入札参加資格等に関する公示(特別支援教育課)

○ 県立特別支援学校のスクールバス運行委託に関する随意契約の相手方の公示(特別支援教育

課)

○ 県立特別支援学校のスクールバス運行委託に関する随意契約の相手方の公示(特別支援教育

課)

○ 県立特別支援学校のスクールバス運行委託に関する随意契約の相手方の公示(特別支援教育

課)

○ 県立特別支援学校のスクールバス運行委託に関する随意契約の相手方の公示(特別支援教育

課)

○ 県立特別支援学校のスクールバス運行委託に関する随意契約の相手方の公示(特別支援教育

課)

○ 県立特別支援学校のスクールバス運行委託に関する随意契約の相手方の公示(特別支援教育

課)

○ 一般国道四百六十三号の区域変更(川越県土整備事務所)

○ 県道川越坂戸毛呂山線の供用開始(川越県土整備事務所)

○ 県道川越坂戸毛呂山線の供用開始(川越県土整備事務所)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(川越建築安全センター)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(川越建築安全センター)

○ 平成２２年度における教科書展示会(義務教育指導課)

file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052402842/pdf/1/yakuinshuutainin(kamiyousuizeki).pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052402843/pdf/1/kenpo-bizenkyo.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052102835/pdf/1/kitakounosu.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052102836/pdf/1/mitsugi.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502872/pdf/1/kokuji-ina.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502872/pdf/1/kokuji-ina.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502877/pdf/1/kokuji.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010051902813/pdf/1/kokuji.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602891/pdf/1/kokuji.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602892/pdf/1/22.4urawa.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602892/pdf/1/22.4urawa.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602893/pdf/1/22.4tokorozawa.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602893/pdf/1/22.4tokorozawa.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602894/pdf/1/22.4miyashiro.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602894/pdf/1/22.4miyashiro.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602895/pdf/1/22.4koshigaya.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602895/pdf/1/22.4koshigaya.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602896/pdf/1/22.4kawajima-hibari.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602896/pdf/1/22.4kawajima-hibari.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602897/pdf/1/22.4chichibu.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602897/pdf/1/22.4chichibu.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602884/pdf/1/kuikihennkoukokuji.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502878/pdf/1/kyoyokawasakakamitera.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502879/pdf/1/kyoyokawasa%EF%BD%8Bakuzirai.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052402840/pdf/1/kokujisuzuki.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502863/pdf/1/kokuji68toimei.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052102838/pdf/1/kyoui-kokuji.pdf
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○ 個人演説会等施設の指定(選挙管理委員会)

○ 政治資金規正法に基づく政治団体の設立(選挙管理委員会)

○ 政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動(選挙管理委員会)

○ 政治資金規正法に基づく政治団体の解散届出及び収支報告書の要旨(選挙管理委員会)

○ 政治資金規正法に基づく資金管理団体の指定(選挙管理委員会)

○ 政治資金規正法に基づく資金管理団体の指定の取消し(選挙管理委員会)

 正誤
○ 埼玉県告示第六百六十八号（平成二十二年四月三十日）中訂正(社会福祉課)

file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052102866/pdf/1/shitei.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602886/pdf/1/seturitu.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602887/pdf/1/idou.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602888/pdf/1/kaisansyusi.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602889/pdf/1/sikinkanrisitei.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052602890/pdf/1/sikinkanritorikesi.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010052502862/pdf/1/seigo.pdf
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１ 購入等件名及び数量  

インターネット時事情報利用 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部システム管理課システム基盤担当 埼玉県さいたま市浦和区

高砂３丁目15番１号  

３ 随意契約の相手方を決定した日  

平成22年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所  

株式会社時事通信社 東京都中央区銀座５丁目15番８号  

５ 契約金額  

37,800,000円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

随意契約  

７ 随意契約とした理由  

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１

項第１号に該当  
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tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
介
護
美
容
師
協
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

小
滝 

麗
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
深
谷
市
本
住
町
五
番
一
四
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
介
護
を
必
要
と
す
る
者
の
た
め
、
在
宅
の
ま
ま
及
び
送
り
迎
え
に
よ
り
、
美 

 

容
技
術
を
提
供
で
き
る
介
護
美
容
師
を
派
遣
す
る
こ
と
、
美
容
師
と
し
て
の
国
家
資
格
を
持
ち 

 

な
が
ら
、
現
在
美
容
業
に
従
事
し
て
い
な
い
者
を
介
護
美
容
師
と
し
て
養
成
す
る
こ
と
、
介
護 

 

美
容
の
分
野
で
の
雇
用
機
会
の
拡
充
を
支
援
及
び
指
導
を
す
る
こ
と
で
、
社
会
に
寄
与
す
る
こ 

 

と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
六
十
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
四
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
み
つ
ば
ち
保
存
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

森
田 

満 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
代
五
六
七
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
日
本
み
つ
ば
ち
に
対
し
、
保
護
・
研
究
、
ス
ズ
メ
バ
チ
の
駆
除
捕
獲
を
行
い
、

日
本
み
つ
ば
ち
の
保
存
、
そ
し
て
地
域
市
民
の
安
全
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
六
十
一
号



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

        

埼
玉
県
告
示
第
七
百
六
十
二
号



１ 購入等件名及び数量 

   大気汚染常時監視システム機器賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県環境部大気環境課大気監視担当 埼玉県さいたま市桜区上大久保639番

１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

   平成22年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

   東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿３丁目19番２号 

５ 契約金額 

   37,191,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

７ 随意契約とした理由 

   地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１

項第２号に該当 

 



告 
 

示 

  
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援

給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
介
護
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

埼
玉
県
告
示
第
七
百
六
十
三
号



名 称  所 在 地  開 設 者 名  サ ー ビ ス の 種 類 指 定 年 月 日  

ア ー ス サ ポ ー ト 所 沢 所 沢 市 並 木 ３ － 1 － ６ － １ ０ ７ ア ー ス サ ポ ー ト株 式 会 社  訪 問 介 護  平 成 22 年 4 月 15 日  

      介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 4 月 15 日  

介 護 老 人 保 健 施 設  カントリー ハ ー ベ ス ト北 本  北 本 市 石 戸 宿 ５ － ２ ３ ６ 医 療 法 人  誠 昇 会  訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 平 成 22 年 4 月 26 日  

飯 能 市 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー み な み 町  飯 能 市 南 町 ５ － ７  （医 ）くす の き 会 南 飯 能 病 院  介 護 予 防 支 援  平 成 22 年 4 月 1 日  

医 療 法 人 社 団  白 報 会 そ うか 在 宅 診 療 所  草 加 市 高 砂 １ － ６ － ２ ８  イ ト ー ピ ア 草 加 マ ン シ ョ ン １ ０ ５  医 療 法 人 社 団  白 報 会  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 3 月 1 日  

      介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 3 月 1 日  

医 療 法 人 社 団  緑 恵 会  森 田 ク リ ニ ッ ク 比 企 郡 吉 見 町 久 米 田 ８ ５ ９ － １  医 療 法 人 社 団  緑 恵 会  訪 問 看 護  平 成 22 年 4 月 2 日  

      居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 2 日  

      介 護 予 防 訪 問 看 護  平 成 22 年 4 月 2 日  

      介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 2 日  

坂 戸 訪 問 診 療 所  坂 戸 市 本 町 １ ３ － ３ プ ラ ン ド ー ル 坂 戸 ３ ０ ７  曽 束 竜 久  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 3 月 9 日  

      介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 3 月 9 日  

医 療 法 人 社 団  彩 明 会  春 日 部 デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク  春 日 部 市 粕 壁 １ － ９ － ５ 成 田 ビ ル 4 階  医 療 法 人 社 団  彩 明 会  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 1 日  

      介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 1 日  

医 療 法 人 社 団  皓 有 会  小 山 歯 科 ･矯 正 歯 科 ク リニ ック  朝 霞 市 仲 町 ２ － ２ － ４ ４ パ ー ル ウ イ ン グ ３ － A 号 室 医 療 法 人 社 団  皓 有 会   居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 13 日  

      介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 13 日  

ス ギ 薬 局  蕨 南 店  蕨 市 南 町 １ － ８ － ７ 株 式 会 社 ス ギ 薬 局  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 10 日  

      介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 10 日  

け や き 薬 局  朝 霞 市 仲 町 ２ － ２ － ４ ４ パ ー ル ウ イ ン グ １ － B 号 室 有 限 会 社 ポ ー トメデ ィカ ル  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 1 日  

      介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 1 日  

さ く ら 薬 局  ふ じ み 野 市 清 見 ３ － １ － ６ 株 式 会 社  大 暉  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 27 日  

の ぞ み 鉢 形 薬 局  大 里 郡 寄 居 町 保 田 原 １ ６ ３ － ８  株 式 会 社 の ぞ み 調 剤  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 2 2 年 ４ 月 1 日 

      介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 2 2 年 ４ 月 1 日 

訪 問 看 護 ス テ ー シ ョン  た い よ う  狭 山 市 柏 原 １ ６ ２ ９ － ５ 医 療 法 人  弘 心 会  訪 問 看 護  平 成 22 年 5 月 1 日  

      介 護 予 防 訪 問 看 護  平 成 22 年 5 月 1 日  



介 護 相 談 支 援 セ ン ター ふ くふ く 越 谷 市 南 荻 島 ８ １ － １ ダ イ ヤ モ ン ド マ ン シ ョ ン ２ ０ ２ 有 限 会 社 ふ くふ く  居 宅 介 護 支 援  平 成 22 年 5 月 6 日  

さくら ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョン  上 尾 市 緑 丘 ５ － ２ ０ － １ ９ さくら ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョン 株 式 会 社  訪 問 介 護  平 成 22 年 4 月 19 日  

      介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 4 月 19 日  

訪 問 介 護 事 業 所  な ご み ケ ア  上 尾 市 小 泉 ４ ６ ８ － ３ 株 式 会 社 な ご み ケ ア  訪 問 介 護  平 成 22 年 5 月 1 日  

      介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 5 月 1 日  

ケ ア ス テ ー シ ョン ・オ リー ブ  鴻 巣 市 本 町 ３ － ７ － ９ 株 式 会 社 トップ ・ラ イ フ  訪 問 介 護  平 成 22 年 5 月 6 日  

      居 宅 介 護 支 援  平 成 22 年 5 月 6 日  

      介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 5 月 6 日  

ゆ め あ い 和 光 高 齢 者 福 祉 セ ン タ ー  和 光 市 南 １ － ２ ３ － １ 和 光 市 総 合 福 祉 会 館 ２ 階 社 会 福 祉 法 人 和 光 市 社 会 福 祉 協 議 会  介 護 予 防 通 所 介 護  平 成 22 年 4 月 1 日  

あ す な ろ デ イ サ ー ビ ス  熊 谷 市 奈 良 新 田 ３ ９ ３ － １ 小 島  實  通 所 介 護  平 成 22 年 4 月 14 日  

      居 宅 介 護 支 援  平 成 22 年 4 月 14 日  

介 護 老 人 保 健 施 設 東 松 山 市 総 合 福 祉 エ リ ア 東 松 山 市 松 山 ２ １ ８ ３ 社 会 福 祉 法 人 東 松 山 市 社 会 福 祉 協 議 会  通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 平 成 22 年 3 月 1 日  

      短 期 入 所 療 養 介 護  平 成 22 年 3 月 1 日  

      介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 平 成 22 年 3 月 1 日  

      介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護  平 成 22 年 3 月 1 日  

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム エ ン ゼ ル の 丘  深 谷 市 今 泉 ６ ２ ５ 社 会 福 祉 法 人 か つ み 会  介 護 老 人 福 祉 施 設  平 成 22 年 4 月 １6 日 

デ イ サ ー ビ ス な ご み の 森  北 本  北 本 市 中 丸 １ － １ ０ １ 株 式 会 社 ダ イ オ ウ ケ ア  通 所 介 護  平 成 22 年 4 月 14 日  

い ろ ど り の 里  日 高 日 高 市 女 影 ４ ５ ４ － ４ 株 式 会 社 エ イチ ・エ ス ・ジ ー 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 平 成 22 年 5 月 10 日  

      介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護  平 成 22 年 5 月 10 日  

医 療 法 人 相 羽 病 院  た ん ぽ ぽ  吉 川 市 吉 川 ６ ３ ０ － １ 医 療 法 人 相 羽 病 院  夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 平 成 22 年 4 月 9 日  

羽 生 デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク 羽 生 市 中 央 ２ － １ － ７ － ２ ０ １ 佐 藤  弘 康  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 5 月 6 日  

      介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 5 月 6 日  

川 口 メ ロ ン 薬 局  川 口 市 青 木 ２ － ５ － ５ 株 式 会 社 わ か ば  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 13 日  

      介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 13 日  

医 療 法 人  至 仁 会  よ しか わ 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョン  歩  所 沢 市 若 狭 ３ － ２ ５ ７ ６ － １ 医 療 法 人  至 仁 会  訪 問 看 護  平 成 22 年 4 月 1 日  

      介 護 予 防 訪 問 看 護  平 成 22 年 4 月 1 日  



埼 玉 県 済 生 会  ケ ア ス テ ー シ ョン な で しこ  川 口 市 北 原 台 ２ － １ ４ － ２ ５ レ ジ デ ン ス 北 原 台 ２ ０ ６  社 会 福 祉 法 人 恩 賜 財 団 済 生 会 支 部 埼 玉 県 済 生 会  訪 問 介 護  平 成 22 年 4 月 2 日  

      介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 4 月 2 日  

な か よ しヘ ル パ ー ス テ ー シ ョン  川 口 市 芝 塚 原 ２ － ８ － １ 江 袋 ビ ル １ 階 株 式 会 社 ＴｈｒｅｅＱ ｕａｒｔｅｒ  訪 問 介 護  平 成 22 年 4 月 1 日  

      介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 4 月 1 日  

リー シ ェ安 行 訪 問 介 護 ス テ ー シ ョン  川 口 市 安 行 藤 八 ４ ２ １ － １ 五 十 嵐 新 秀  訪 問 介 護  平 成 22 年 4 月 28 日  

      介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 4 月 28 日  

リハ ビ リデ ィサ ー ビ ス ・笑  戸 田 市 上 戸 田 ２ － ３ ６ － １ ２ 有 限 会 社  平 和 ケ ア ラ イ フ  通 所 介 護  平 成 22 年 4 月 1 日  

      介 護 予 防 通 所 介 護  平 成 22 年 4 月 1 日  

株 式 会 社  同 仁 社  埼 玉 営 業 所  行 田 市 門 井 町 ３ － ２ ２ － １ ５ 株 式 会 社  同 仁 社  福 祉 用 具 貸 与  平 成 22 年 4 月 23 日  

      特 定 福 祉 用 具 販 売  平 成 22 年 4 月 23 日  

      特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売  平 成 22 年 4 月 23 日  

      介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 平 成 22 年 4 月 23 日  

グ ル ー プ ホ ー ム た か は ぎ  日 高 市 高 萩 １ ０ ２ － １ エ ス ・エ ム ・ケ ー 企 画 （株 ）  認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護  平 成 22 年 4 月 28 日  

      介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護  平 成 22 年 4 月 28 日  

くわ の み 本 郷 ク リ ニ ッ ク 所 沢 市 本 郷 ２ ６ ８ － １ 社 会 福 祉 法 人 桑 の 実 会  通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 平 成 22 年 4 月 1 日  

      介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 平 成 22 年 4 月 1 日  
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名 称  変 更 事 項  変 更 前  変 更 後  サ ー ビ ス の 種 類  

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所  八 潮 中 央 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョン 所 在 地 八 潮 市 緑 町 １－ ３５－ ２０ プ ラ ー ン ソ レ イ ユ Ⅰ － １０２  八 潮 市 緑 町 １ － ２ ４ － ７  居 宅 介 護 支 援 

け あ ・ し ゃ き ょ う  所 在 地 飯 能 市 栄 町 １ ９ － ２ １ 飯 能 市 大 字 双 柳 ３７１－ １３  居 宅 介 護 支 援 

    訪 問 介 護 

        介 護 予 防 訪 問 介 護 

飯 能 市 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョン ほ ほ え み 所 在 地  飯 能 市 虎 秀 ２ ５ － １ 飯 能 市 井 上 １ ６ ９ 介 護 予 防 訪 問 看 護 

    訪 問 看 護 

訪 問 看 護 ス テ ー シ ョン 青 い 鳥  所 在 地  入 間 市 宮 寺 ５ ７ ０ － ６ 入 間 市 宮 寺 ５ ８ ６ 介 護 予 防 訪 問 看 護 

        訪 問 看 護 

ア ー ス サ ポ ー ト 川 口 名 称  ア ー ス サ ポ ー ト株 式 会 社  川 口 在 宅 サ ー ビ ス セ ン タ ー ア ー ス サ ポ ー ト 川 口 訪 問 介 護 

    介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護 

    居 宅 介 護 支 援 

    訪 問 入 浴 介 護 

    介 護 予 防 訪 問 介 護 

秩 父 市 秩 父 地 域 包 括 支 援 セ ン ター  名 称  秩 父 市 包 括 支 援 セ ン タ ー  秩 父 市 秩 父 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー  介 護 予 防 支 援 

秩 父 市 吉 田 地 域 包 括 支 援 セ ン ター  名 称  秩 父 市 か え で 包 括 支 援 セ ン ター  秩 父 市 吉 田 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー  介 護 予 防 支 援  

秩 父 市 大 滝 ・荒 川 地 域 包 括 支 援 セ ン ター  名 称  秩 父 市 さくら包 括 支 援 セ ン ター  秩 父 市 大 滝 ・荒 川 地 域 包 括 支 援 セ ン ター  介 護 予 防 支 援  

加 須 市 騎 西 地 域 包 括 支 援 セ ン ター  名 称  騎 西 町 地 域 包 括 支 援 セ ン ター  加 須 市 騎 西 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー  介 護 予 防 支 援  

セ イ ジ ョ ー ラ イ フ ケ ア 鴻 巣 名 称  ビ ッ グ マ ザ ー 鴻 巣  セ イ ジ ョー ラ イ フ ケ ア 鴻 巣  介 護 予 防 訪 問 介 護  

      居 宅 介 護 支 援  

        訪 問 介 護 

セ イ ジ ョ ー ラ イ フ ケ ア 所 沢 名 称  ビ ッ グ マ ザ ー 所 沢  セ イ ジ ョー ラ イ フ ケ ア 所 沢  訪 問 介 護 

    居 宅 介 護 支 援  

    介 護 予 防 訪 問 介 護  

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 桑 の 実 東 所 沢 相 談 室  所 在 地  所 沢 市 東 所 沢 和 田 １ － ５１－ １０ サ ン ラ イ ズ ハ イ ム １０３  所 沢 市 本 郷 ２ ６ ８ － １ 居 宅 介 護 支 援  

医 療 法 人 相 羽 医 院 た ん ぽ ぽ 所 在 地  吉 川 市 中 野 ２ ７ ０ － ２ 吉 川 市 吉 川 ６ ３ ０ － １ 居 宅 介 護 支 援  

    訪 問 介 護 

    通 所 介 護 

    介 護 予 防 訪 問 介 護  

        介 護 予 防 通 所 介 護  
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名 称  所 在 地  サ ー ビ ス の 種 類 廃 止 年 月 日  

春 日 部 デ ン タ ル ク リニ ック  春 日 部 市 粕 壁 １ － ９ － ５ 成 田 ビ ル ４ 階  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 3 月 31 日  

    介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 3 月 31 日  

ひ ま わ り 薬 局  所 沢 店 所 沢 市 東 町 １ １ － １ 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 3 月 31 日  

    介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 3 月 31 日  

イ ー ス ト 薬 局  羽 生 市 東 ９ － ５ － ８ 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 12 日  

    介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 4 月 12 日  

ま な ケ ア セ ン タ ー  川 口 市 北 原 台 ２－ １４－ ２５レ ジ デ ン ス 北 原 台 ２０６  訪 問 介 護  平 成 22 年 3 月 31 日  

    介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 3 月 31 日  

ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョン あ い は な  春 日 部 市 増 田 新 田 １ １ ０ － ３  訪 問 介 護  平 成 21 年 2 月 28 日  

    介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 21 年 2 月 28 日  
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一 指定医療機関 

名称 開設者 所在地 指定年月日 

い う ち 眼 科 井 内  足 輔 東松山市箭弓町３－５－１４ 平成 22 年 4 月 1 日 

飯能市東吾野医療介護センター 飯 能 市 飯 能 市 虎 秀 ２ ５ － １ 平成 22 年 4 月 1 日 

花 田 内 科 ク リ ニ ッ ク 今 村  隆 明 越 谷 市 花 田 ３ － ５ － ８ 平成 22 年 4 月 1 日 

医療法人加藤内科クリニック 医療法人加藤内科クリニック 深 谷 市 戸 森 １ ４ ３ 平成 22 年 4 月 1 日 

くわのみ本郷クリニッック 社会福祉法人桑の実会 所 沢 市 本 郷 ２ ６ ８ － １ 平成 22 年 4 月 1 日 

医療法人社団緑惠会 森田クリニック 医療法人社団緑惠会 比企郡吉見町久米田８５９－１ 平成 22 年 4 月 2 日 

医療法人社団 nagomi 会 まつだ整形外科クリニック 医療法人社団 nagomi 会 熊 谷 市 弥 藤 吾 １ ８ ０ － １ 平成 22 年 5 月 6 日 

深 井 眼 科 深 井  教 介 久喜市中央４－９－１１イトーヨーカドー久喜店５階  平成 22 年 4 月 22 日 

む さ し 野 小 児 科 東  秀 子 新 座 市 あ た ご ３ － １ － ８ 平成 22 年 4 月 8 日 

た か は し 耳 鼻 咽 喉 科 高 橋  佳 孝 久喜市南栗橋４－１４－１南栗橋シティセンタービル２Ｆ  平成 22 年 4 月 21 日 

ますだ皮膚科クリニック 増 田  智 一 久 喜 市 久 喜 北 １ － ８ － ５ 平成 22 年 5 月 7 日 

竹 井 内 科 竹 井  眞 一 郎 日 高 市 高 萩 ６ ０ ５ － １ 平成 22 年 5 月 1 日 

フ ク ダ ク リ ニ ッ ク 医 療 法 人 定 正 会 鳩 ヶ 谷 市 南 １ － ９ － ６ 平成 22 年 4 月 1 日 

みどり皮フ科クリニック 栗 原  み ど り 上 尾 市 春 日 ２ － ２ ４ － １ 平成 22 年 4 月 28 日 

たなかファミリークリニック 田 中  隆 夫 川口市栄町２－５－９宝ビル１Ｆ 平成 22 年 4 月 6 日 

しみず整形外科クリニック 清 水  一 郎 川 口 市 柳 崎 ５ － ３ － １ ７ 平成 22 年 5 月 1 日 

石 塚 ク リ ニ ッ ク 石 塚  史 郎 秩父市大野原３３３１－１ 平成 22 年 5 月 1 日 

かまた内科クリニック 鎌 田  昌 和 志木市本町４－１１－１５第二高橋ビル２Ｆ 平成 22 年 5 月 1 日 

八潮駅つばめクリニック 三 宅  紀 子 八潮市大瀬８８８－１大山ビル 平成 21 年 9 月 1 日 

発達支援センター診療所 草 加 市 草加市松原１－３－１草加市子育て支援センター３階  平成 22 年 5 月 6 日 

石 田 歯 科 医 院 石 田  淳 幸 手 市 千 塚 宇 野 中 １ ７ ６ 平成 22 年 4 月 20 日 

グリーンデンタルクリニック 大 森  香 都 良 狭山市入間川１－３－２スカイテラス３Ｆ 平成 22 年 4 月 20 日 

町 田 歯 科 ク リ ニ ッ ク 大 原  知 宏 狭山市中央２－１－１マルエツ入間川店２階 平成 22 年 3 月 1 日 

羽生デンタルクリニック 佐 藤  弘 康 羽生市中央２－１－７－２０１ 平成 22 年 5 月 6 日 

医療法人社団彩明会 春日部デンタルクリニック 医療法人社団彩明会 春日部市粕壁１－９－５成田ビル４階  平成 22 年 4 月 1 日 

織 田 歯 科 医 院 織 田  充 博 川口市戸塚東１－２６－１１ 平成 22 年 5 月 6 日 

医療法人社団皓有会 小山歯科・矯正歯科クリニック 医療法人社団皓有会 朝霞市仲町２－２－４４パールウイング３－Ａ号室  平成 22 年 4 月 15 日 

さ く ら 薬 局  行 田 店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 行 田 市 北 河 原 ５ ２ － ２ 平成 22 年 4 月 1 日 

さ く ら 薬 局  幸 手 店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 幸 手 市 東 ４ － ２ ７ － ３ 平成 22 年 4月 1日 



さくら薬局 幸手中店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 幸 手 市 中 ５ － ２ － ３ 平成 22 年 4月 1日 

あけぼの薬局 久喜店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 久喜市北青柳１３８２－２ 平成 22 年 4月 1日 

さくら薬局 久喜栗原店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 久 喜 市 栗 原 ２ － １ ４ － ２ 平成 22 年 4月 1日 

ケミスト薬局 上尾店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 上 尾 市 愛 宕 ３ － ９ － ２ ５ 平成 22 年 4 月 1 日 

さくら薬局 鴻巣生出塚店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 鴻巣市生出塚１－２２－２ 平成 22 年 4 月 1 日 

さ く ら 薬 局  神 川 店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 児玉郡神川町新里３７４－５ 平成 22 年 4 月 1 日 

クラフトさくら薬局 狭山店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 狭 山 市 祇 園 １ ７ － ２ ６ 平成 22 年 4 月 1 日 

さくら薬局 春日部駅前店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 春日部市粕壁東１－１０－１８ 平成 22 年 4 月 1 日 

さくら薬局 春日部店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 春日部市大沼６－１３８－２ 平成 22 年 4 月 1 日 

クラフト薬局 春日部永沼店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 春日部市永沼２１５９－５ 平成 22 年 4 月 1 日 

さくら薬局 春日部六軒町店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 春 日 部 市 六 軒 町 ４ ４ ３ 平成 22 年 4 月 1 日 

クラフト薬局 川口元郷店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 川口市青木１－１７－３６メゾン藤井１階 平成 22 年 4 月 1 日 

さくら薬局 蕨駅前店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 川口市芝新町４－７明和ビル１Ｆ 平成 22 年 4 月 1 日 

さ く ら 薬 局  所 沢 店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 所 沢 市 東 町 １ ２ － ３ ７ 平成 22 年 4 月 1 日 

さくら薬局 所沢東口店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 所 沢 市 北 秋 津 ７ ５ ４ 平成 22 年 4 月 1 日 

さくら薬局 熊谷箱田店 ク ラ フ ト 株 式 会 社 熊 谷 市 箱 田 １ － ４ － ８ 平成 22 年 4 月 1 日 

薬局トモズ EQUIA 朝霞店 株式会社住商ドラッグストアーズ 朝霞市本町２－１３－１EQUIA 朝霞１階 平成 22 年 5 月 10 日 

株式会社熊谷市薬剤師会 会営薬局石原店 株式会社熊谷市薬剤師会 熊 谷 市 石 原 ３ － ２ ３ １ 平成 22 年 4 月 1 日 

株式会社熊谷市薬剤師会 会営薬局佐谷田店 株式会社熊谷市薬剤師会 熊谷市佐谷田３８００－２ 平成 22 年 4 月 1 日 

株式会社熊谷市薬剤師会 会営薬局中西店 株式会社熊谷市薬剤師会 熊 谷 市 中 西 ２ － ８ － １ 平成 22 年 4 月 1 日 

株式会社熊谷市薬剤師会 会営薬局江南店 株式会社熊谷市薬剤師会 熊 谷 市 板 井 １ ６ ９ ０ － ６ 平成 22 年 4 月 1 日 

い き い き 薬 局 株 式 会 社 ド リ ー ム 熊 谷 市 弥 藤 吾 １ ７ ４ － ８ 平成 22 年 4 月 19 日 

ア ル フ ァ 薬 局 有限会社藤沢メディカル 入 間 市 下 藤 沢 ８ ６ ７ － ４ 平成 22 年 4 月 1 日 

原 田 薬 局 合同会社ハラダタロウ薬局 熊谷市弥生１－６３－６弥生廣瀬ビル１階 平成 22 年 4 月 5 日 

の も と 薬 局 株式会社ユースケア 東 松 山 市 下 野 本 １ ５ ０ ０ 平成 22 年 4 月 1 日 

南 羽 生 薬 局 株式会社ユースケア 羽生市南羽生３－７－１２ 平成 22 年 4 月 1 日 

こ ま 薬 局 株式会社ユースケア 日 高 市 久 保 ２ ７ ４ － １ ９ 平成 22 年 4 月 1 日 

幸 町 薬 局 株式会社ユースケア 川口市幸町３－１０－１８ 平成 22 年 4 月 1 日 

西 青 木 薬 局 株式会社ユースケア 川口市西青木２－１６－２９ 平成 22 年 4 月 1 日 

い な り 町 薬 局 株式会社ユースケア 深谷市稲荷町１－２－１７ 平成 22 年 4 月 1 日 

ひ が し 薬 局 株式会社ユースケア 久喜市久喜東２－１７－２ 平成 22 年 4 月 1 日 



加 治 薬 局 株式会社ユースケア 飯 能 市 笠 縫 ６ ９ － １ 平成 22 年 4 月 1 日 

く ぼ 薬 局 株式会社ユースケア 上 尾 市 久 保 ４ ５ ７ － ７ ４ 平成 22 年 4 月 1 日 

か し の 木 薬 局 株式会社ユースケア  上尾市中分１－２７－１８ 平成 22 年 4 月 1 日 

わかば薬局 春日部店 株式会社アイアイファーマシー 春日部市中央１－４９－５ センターヒルズ春日部１Ｆ 平成 22 年 4 月 16 日 

川 口 メ ロ ン 薬 局 株 式 会 社 わ か ば 川 口 市 青 木 ２ － ５ － ５ 平成 22 年 4 月 1 日 

ウエルシア薬局 川口峯店 ウエルシア関東株式会社 川 口 市 峯 ９ ２ ９ － １ 平成 22 年 4 月 20 日 

な ご み 薬 局 有限会社医薬総研薬師 深谷市小前田２７９９－１ 平成 22 年 5 月 6 日 

ダ イ エ ー 志 木 店 薬 局 株 式 会 社 ダ イ エ ー 志木市本町５－１７－１ ダイエー志木店１Ｆ 平成 22 年 5 月 6 日 

ア サ ヒ 薬 局  花 田 店 株式会社メディカルアフェクション 越 谷 市 花 田 ３ － ５ － ７ 平成 22 年 4 月 26 日 

さ く ら 薬 局 株 式 会 社 大 暉 ふじみ野市清見３－１－６ 平成 22 年 4 月 27 日 

ドラッグセイムス 桶川西薬局 株 式 会 社 富 士 薬 品 桶 川 市 西 ２ － １ ０ － １ ９ 平成 22 年 4 月 5 日 

おおはし薬局 本町店 有 限 会 社 晩 鐘 堂 鴻 巣 市 本 町 ２ － １ － ８ 平成 22 年 4 月 26 日 

薬局アポック 高萩店 株式会社日本アポック 日 高 市 高 萩 ６ ０ ５ － １ 平成 22 年 5 月 1 日 

雄 飛 堂 薬 局  草 加 店 株 式 会 社 雄 飛 堂 草加市青柳５－１２－１２ 平成 22 年 4 月 20 日 

訪問看護ステーション 青い鳥 医 療 法 人 一 晃 会 入 間 市 宮 寺 ５ ８ ６ 平成 22 年 4 月 1 日 

 

二 指定施術者 

氏名 住所 
施術所 

指定年月日 
名称 所在地 

小 林  俊 之   新小岩ひかる接骨院 葛飾区新小岩２－１３－１－１０２ 平成 22 年 3 月 26 日 

吉 田  剛 太   よ し だ 接 骨 院 朝霞市西弁財２－３－２３－１Ｆ 平成 22 年 3 月 1 日 

北 原  優   どれみ鍼灸接骨院 行田市持田２３４５ 平成 22 年 2 月 19 日 

水 村  靖 夫   深 井 接 骨 院 足立区栗原１－１４－１９ 平成 22 年 3 月 5 日 

小 泉  葉 子   よ う 整 骨 院 志木市本町５－２２－１３ 桂ビル３Ｆ 平成 22 年 5 月 7 日 

茂 呂  朱 美   あ け み 接 骨 院 深谷市寿町２２７－２ 平成 22 年 5 月 3 日 

津 久 井  人 美   よつば鍼灸整骨院 蕨市中央２－２－７ メゾン・ド中央１０１ 平成 22 年 4 月 19 日 

柴  勇 人   はづき接骨院 草加院 草加市北谷２－５－１ 平成 22 年 4 月 23 日 

豊 岡  瞬   ＴＨＣ吉祥寺本町接骨院 武蔵野市吉祥寺本町１－３３－７－１０２ 平成 22 年 3 月 14 日 

中 田  亮   十 字 堂 接 骨 院 足立区関原３－１４－３ 平成 22 年 4 月 22 日 

小 林  正 典   若松町接骨院  東松山市若松町２－３－２９ 平成 22 年 5 月 6 日 

畑  賢 次   は た 整 骨 院 鳩ヶ谷市南４－１５－１８ ワークショプ南鳩ヶ谷Ｃ 平成 22 年 4 月 16 日 



青 津  泰 史   和 ヶ 原 接 骨 院 所沢市和ケ原１－１２１－２７ 平成 22 年 4 月 22 日 

伊 藤  薫   い と う 整 骨 院 さいたま市大宮区仲町２－３ ドミノスペースビル４Ｆ 平成 22 年 5 月 12 日 

安 倍  克 己   し き 和 整 骨 院 志木市本町５－１５－２９ 平成 22 年 3 月 1 日 

竹 内  龍 平   三 健 接 骨 院 さいたま市桜区田島４－３７－２０ 平成 22 年 4 月 8 日 

才 郷  雅 美   ワイズケア鍼灸マッサージ院 練馬区栄町２７－６ エステートピア１Ｆ 平成 22 年 4 月 1 日 
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一 指定医療機関 

名称 変更事項 変更前 変更後 

川 口 フ ァ ミ リ ー 歯 科 医 院 名 称 小 野 歯 科 ク リ ニ ッ ク 川口ファミリー歯科医院 

オレンジデンタルクリニック 所在地 所沢市日吉町９－２  柳下ビル３Ｆ 所沢市日吉町１０－１９  ＴｏｋｏｒｏｚａｗａＥＸ１Ｆ  

吉川松伏医師会 訪問看護ステーション 名 称 吉川市医師会訪問看護ステーション 吉川松伏医師会訪問看護ステーション 

 

二 指定施術者 

名称 変更事項 変更前 変更後 

藤 木  明 所在地 春日部市備後東１－１２－１２ コーポ黒田１０１ 春日部市豊町４－１－４ガーデンフィール豊町４０５号 
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名称 所在地 廃止年月日 

く ぼ 薬 局 上 尾 市 久 保 ４ ５ ７ － ７ ４ 平成 22 年 3 月 31 日 

あ け ぼ の 薬 局  久 喜 店 久 喜 市 北 青 柳 １ ３ ８ ２ － ２ 平成 22 年 3 月 31 日 

医療法人社団緑恵会 森田クリニック 比 企 郡 吉 見 町 久 米 田 ７ ８ － １ 平成 22 年 4 月 1 日 

さ く ら 薬 局  春 日 部 駅 前 店 春 日 部 市 粕 壁 東 １ － １ ０ － １ ８ 平成 22 年 3 月 31 日 

イ ー ス ト 薬 局 羽 生 市 東 ９ － ５ － ８ 平成 22 年 4 月 12 日 

ク ラ フ ト 薬 局 川 口 元 郷 店 川口市青木１－１７－３６メゾン藤井１階 平成 22 年 3 月 31 日 

ケ ミ ス ト 薬 局  上 尾 店 上 尾 市 愛 宕 ３ － ９ － ２ ５ 平成 22 年 3 月 31 日 

さ く ら 薬 局  春 日 部 店 春 日 部 市 大 沼 ６ － １ ３ ８ － ２ 平成 22 年 3 月 31 日 

こ ま 薬 局 日 高 市 久 保 ２ ７ ４ － １ ９ 平成 22 年 3 月 31 日 

町 田 歯 科 ク リ ニ ッ ク 狭山市中央２－１－１ マルエツ入間川店２階 平成 22 年 2 月 28 日 

西 青 木 薬 局 川 口 市 西 青 木 ２ － １ ６ － ２ ９ 平成 22 年 3 月 31 日 

さ く ら 薬 局 所 沢 東 口 店 所 沢 市 北 秋 津 ７ ５ ４ 平成 22 年 3 月 31 日 

クラフト薬局  春日部永沼店 春 日 部 市 永 沼 ２ １ ５ ９ － ５ 平成 22 年 3 月 31 日 

さ く ら 薬 局  久 喜 栗 原 店 久 喜 市 栗 原 ２ － １ ４ － ２ 平成 22 年 3 月 31 日 

八潮中央訪問看護ステーション 八潮市緑町１－３５－２０プラーンソレイユ Ｉ－１０２ 平成 20 年 12 月 6 日 

加 藤 内 科 ク リ ニ ッ ク 深 谷 市 戸 森 １ ３ ９ － １ 平成 22 年 3 月 31 日 

さ く ら 薬 局 幸 手 中 店 幸 手 市 中 ５ － ２ － ３ 平成 22 年 3 月 31 日 

い な り 町 薬 局 深 谷 市 稲 荷 町 １ － ２ － １ ７ 平成 22 年 3 月 31 日 

さ く ら 薬 局  蕨 駅 前 店 川 口 市 芝 新 町 ４ － ７ 明 和 ビ ル １ Ｆ 平成 22 年 3 月 31 日 

さ く ら 薬 局 ふ じ み 野 市 清 見 ３ － １ － ６ 平成 22 年 3 月 31 日 

さ く ら 薬 局  熊 谷 箱 田 店 熊 谷 市 箱 田 １ － ４ － ８ 平成 22 年 3 月 31 日 

八 潮 駅 つ ば め ク リ ニ ッ ク 八 潮 市 大 瀬 ８ ８ ８ － １ 平成 21 年 8 月 31 日 

春 日 部 デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク 春日部市粕壁１－９－５成田ビル４Ｆ 平成 22 年 3 月 31 日 

南 羽 生 薬 局 羽 生 市 南 羽 生 ３ － ７ － １ ２ 平成 22 年 3 月 31 日 

さ く ら 薬 局 鴻 巣 生 出 塚 店 鴻 巣 市 生 出 塚 １ － ２ ２ － ２ 平成 22 年 3 月 31 日 

さ く ら 薬 局 行 田 店 行 田 市 北 河 原 ５ ２ － ２ 平成 22 年 3 月 31 日 

訪問看護ステーション青い鳥 入 間 市 宮 寺 ５ ７ ０ － ６ 平成 22 年 3 月 31 日 

医療法人社団医凰会石山記念病院 所沢市東狭山ケ丘５－２７４６－５ 平成 22 年 4 月 1 日 



さくら薬局  春日部六軒町店 春 日 部 市 六 軒 町 ４ ４ ３ 平成 22 年 3 月 31 日 

さ く ら 薬 局  神 川 店 児 玉 郡 神 川 町 新 里 ３ ７ ４ － ５ 平成 22 年 3 月 31 日 

ひ ま わ り 薬 局  所 沢 店 所 沢 市 東 町 １ １ － １ 平成 22 年 3 月 31 日 

川 口 メ ロ ン 薬 局 川 口 市 青 木 ２ － ５ － ５ 平成 22 年 3 月 31 日 

ス ギ 薬 局  吹 上 富 士 見 店 鴻 巣 市 吹 上 富 士 見 ２ － １ － ３ ２ 平成 22 年 4 月 30 日 

服 部 医 院 川 口 市 西 川 口 ３ － ３ ３ － ２ ２ 平成 22 年 3 月 31 日 

飯能市国民健康保険 飯能市立病院 飯 能 市 虎 秀 ２ ５ － １ 平成 22 年 3 月 31 日 

花 田 内 科 ク リ ニ ッ ク 越 谷 市 花 田 ３ － ５ － ８ 平成 22 年 3 月 31 日 

さ く ら 薬 局 幸 手 店 幸 手 市 東 ４ － ２ ７ － ３ 平成 22 年 3 月 31 日 

幸 町 薬 局 川 口 市 幸 町 ３ － １ ０ － １ ８ 平成 22 年 3 月 31 日 

ク ラ フ ト さ く ら 薬 局 狭 山 店 狭 山 市 祇 園 １ ７ － ２ ６ 平成 22 年 3 月 31 日 

フ ク ダ 内 科 鳩 ヶ 谷 市 南 １ － ９ － ６ 平成 22 年 3 月 31 日 

ふ く だ 眼 科 鳩 ヶ 谷 市 南 １ － ９ － ６ 平成 22 年 3 月 31 日 

横 山 薬 局  支 店 比 企 郡 小 川 町 小 川 ６ ０ ６ － ７ 平成 22 年 3 月 31 日 

さ く ら 薬 局 所 沢 店 所 沢 市 東 町 １ ２ － ３ ７ 平成 22 年 3 月 31 日 

の も と 薬 局 東 松 山 市 下 野 本 １ ５ ０ ０ 平成 22 年 3 月 31 日 

ひ が し 薬 局 久 喜 市 東 ２ － １ ７ － ２ 平成 22 年 3 月 31 日 

ポ ピ ー 薬 局 春 日 部 市 中 央 ５ － ６ － １ ６ 平成 22 年 3 月 31 日 

か し の 木 薬 局 上 尾 市 中 分 １ － ２ ７ － １ ８ 平成 22 年 3 月 31 日 

医療法人社団緑恵会 森田病院 比 企 郡 吉 見 町 久 米 田 ８ ５ ９ － １ 平成 22 年 4 月 1 日 

 



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

上
用
水
堰
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及

び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

就
任 

職 

名 
 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 
 

 
 

所 

 

理 

事 

大 

塚 
 

宏 
 

 
東
松
山
市
大
字
下
青
鳥
七
九
五
番
地 

 

同 
 

 

渡 

邉 

達 

男 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
一
七
三
三
番
地 

 

同 
 

 

小 

林 
 

勲 
 

 

同 
 

 
同 

同 
 

一
二
八
七
番
地
四 

 

同 
 

 

岩 

崎 

紘 

一 
 

同 
 

 

同 
下
青
鳥
一
四
三
番
地 

 

同 
 

 

内 

野 

陽 

中 
 

同 
 

 

同 

下
野
本
一
六
九
〇
番
地
二 

 

同 
 

 

大 

澤 

勝 

治 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
四
九
四
番
地
一 

 

同 
 

 

原 
 

 

正 

夫 
 

同 
 

 

同 

同 
 

三
六
番
地 

 

同 
 

 

野 

口 

一 

夫 
 

同 
 

 

同 

袋
二
〇
七
番
地 

 

同 
 

 
 

川 

博 
 

 

同 
 

 

同 

上
野
本
五
四
六
番
地 

 

同 
 

 

野 

沢 

用 

一 
 

同 
 

 

同 

同 
 

九
〇
二
番
地
二 

 

監 

事 

金
井
塚 

永 

一 
 

同 
 

 

同 

下
青
鳥
一
一
一
番
地
一 

 

同 
 

 

関 

根 

一 

男 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
一
二
九
四
番
地 

 

同 
 

 

市 

川 
 

清 
 

 

同 
 

 

同 

同 
 

七
一
七
番
地 

二 

退
任 

 

職 

名 
 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 
 

 
 

所 

 

理 

事 

大 

澤 

嘉 

一 
 

東
松
山
市
大
字
上
野
本
九
四
五
番
地 

 

同 
 

 

大 

塚 
 

宏 
 

 

同 
 

 

同 

下
青
鳥
七
九
五
番
地 

 

同 
 

 

渡 

邉 

達 

男 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
一
七
三
三
番
地 

 

同 
 

 

野 

村 

栄 

男 
 

同 
 

 

同 

同 
 

一
二
二
九
番
地 

 

同 
 

 

大 

塚 

佐
久
治 

 

同 
 

 

同 

同 
 

五
一
一
番
地 

 

同 
 

 

本 

郷 

髙 

夫 
 

同 
 

 

同 

袋
二
一
六
番
地 

 

同 
 

 

徳 

江 

健 

一 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
五
七
番
地 

 

同 
 

 

早 

見 

英 

一 
 

同 
 

 

同 

下
青
鳥
六
八
番
地 

 

同 
 

 

内 

野 

陽 

中 
 

同 
 

 

同 

下
野
本
一
六
九
〇
番
地
二 

 

監 

事 

寺 

田 

友 

彦 
 

同 
 

 

若
松
町
一
丁
目
一
七
番
二
七
号 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
六
十
九
号



 

同 
 

 

渡 

邉 

嘉 

市 
 

同 
 

 

同 

上
野
本
二
二
一
七
番
地
三 

 
同 

 
 

岩 

崎 

紘 

一 
 

同 
 

 

同 

下
青
鳥
一
四
三
番
地 



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
一
日
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

 
 

備
前
渠
用
水
路
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

熊
谷
市 

   

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
号



告 
 

示 

  
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

鴻
巣
市
北
鴻
巣
駅
西
口
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

鴻
巣
市
箕
田
字
苗
木
、
字
竜
泉
寺
の
各
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

鴻
巣
市
箕
田
六
一
六
番
地
一 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日 

六 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号



告 
 

示 

  
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

鴻
巣
市
三
ツ
木
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
五
年
四
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

鴻
巣
市
三
ツ
木
字
愛
ノ
町
、
字
本
村
の
各
一
部
、
中
井
字
本
村
の
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

鴻
巣
市
本
町
二
丁
目
二
番
二
号 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
五
年
四
月
六
日 

六 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
二
号



告 
 

示 

 
 

 
上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
保
留
地
処
分
規
程
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県

告
示
第
八
百
二
号
）第
一
条
の
規
定
に
よ
り
、一
般
競
争
入
札
に
よ
る
保
留
地
の
処
分
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

保
留
地
の
位
置
、
地
積
及
び
予
定
価
格 

 

イ 

位
置 

 
 

 

伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
二
百
六
十
街
区
九
画
地
（
埼
玉
県
北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字 

 
 

小
針
内
宿
千
三
百
十
四
番
地
外
） 

 

ロ 

地
積 

 
 

 

三
百
五
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ハ 

予
定
価
格 

 
 

 

千
四
百
七
十
九
万
二
千
五
百
円 

二 

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格 

 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

  

イ 

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者 

 

ロ 

入
札
の
公
正
な
執
行
を
妨
げ
た
者
又
は
公
正
な
価
格
の
成
立
を
害
し
、
若
し
く
は
不
正
の

利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者 

 

ハ 

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
更
正
手
続

開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五 

号
）
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者 

 

ニ 

次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
て

い
な
い
者 

    

⑴ 

落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
契
約
者
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
者 

 
 

⑵ 

正
当
な
理
由
が
な
く
て
契
約
を
履
行
し
な
か
っ
た
者 

 
 

⑶ 

⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
を 

 
 

 

契
約
の
履
行
に
当
た
り
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
し
た
者 

  

ホ 

埼
玉
県
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
停
止
等
の
措
置
要
綱
（
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

付
け
入
審
第
五
百
十
三
号
）
に
基
づ
く
入
札
参
加
停
止
期
間
中
で
あ
る
者 

 

ヘ 

埼
玉
県
の
契
約
に
係
る
暴
力
団
排
除
措
置
要
綱
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
付
け
入
審
第

九
十
七
号
）
に
基
づ
く
入
札
参
加
除
外
措
置
を
受
け
て
い
る
者 

 

ト 

都
道
府
県
税
（
都
道
府
県
民
税
、
法
人
都
道
府
県
民
税
、
法
人
事
業
税
又
は
個
人
事
業
税
）

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
三
号



の
滞
納
が
あ
る
者 

 
チ 

上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
保
留
地
処
分
規
程
で
定
め
る
方
法
に

よ
り
契
約
代
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
者 

三 

入
札
参
加
申
込
み
受
付
の
期
間
及
び
場
所 

  

イ 

期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
六
月
七
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
一
日
（
金
）
ま
で 

 
 

 

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

 

ロ 

場
所 

 
 

 

埼
玉
県
北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
九
千
四
百
五
十
四
番
地
一 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
市

街
地
整
備
課
伊
奈
新
都
市
整
備
担
当
伊
奈
駐
在 

四 

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所 

 

イ 

日
時 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
五
日
（
金
）
午
前
十
時
三
十
分 

 

ロ 

場
所 

 
 

 

埼
玉
県
北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
九
千
四
百
五
十
四
番
地
一 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
市

街
地
整
備
課
伊
奈
新
都
市
整
備
担
当
伊
奈
駐
在
二
階
会
議
室 

五 

入
札
保
証
金 

    

入
札
参
加
者
の
見
積
も
る
入
札
金
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
（
入
札
参
加
資
格
審
査
後
郵
送 

 

さ
れ
る
納
付
書
兼
領
収
書
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。
） 

六 

入
札
の
無
効 

    

次
の
イ
か
ら
リ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。 

  

イ 

入
札
者
の
押
印
の
な
い
入
札
書
に
よ
る
も
の 

 

ロ 

記
載
事
項
を
訂
正
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
箇
所
に
押
印
の
な
い
入
札
書
に
よ
る
も

の 

 

ハ 

押
印
さ
れ
た
印
影
が
明
ら
か
で
な
い
入
札
書
に
よ
る
も
の 

  

ニ 

入
札
に
参
加
す
る
資
格
の
な
い
者
が
し
た
も
の 

  

ホ 

記
載
す
べ
き
事
項
の
記
入
の
な
い
入
札
書
又
は
記
入
し
た
事
項
が
明
ら
か
で
な
い
入
札
書

に
よ
る
も
の 

 

ヘ 

入
札
保
証
金
を
納
付
し
な
い
者
又
は
納
付
し
た
入
札
保
証
金
の
額
が
所
定
の
率
に
よ
る
額 

 

に
達
し
な
い
者
が
し
た
も
の 

 

ト 

代
理
人
で
委
任
状
を
提
出
し
な
い
者
が
し
た
も
の 

 

チ 

他
人
の
代
理
を
兼
ね
た
者
が
し
た
も
の 

 

リ 

二
以
上
の
入
札
書
を
提
出
し
た
者
が
し
た
も
の
又
は
二
以
上
の
者
の
代
理
を
し
た
者
が
し 

 

た
も
の 



七 

落
札
者
の
決
定
方
法 

 
 

落
札
者
は
、
埼
玉
県
が
定
め
た
予
定
価
格
以
上
の
価
格
で
最
高
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た 

 
者
と
す
る
。 

八 

そ
の
他 

 

イ 

入
札
参
加
要
領
及
び
入
札
参
加
申
込
書
は
、
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
伊
奈
新

都
市
整
備
担
当
伊
奈
駐
在
に
お
い
て
配
布
す
る
。 

 
 

 

な
お
、
郵
送
を
希
望
す
る
者
は
、
同
駐
在
に
電
話
で
請
求
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

入
札
に
関
し
不
明
な
点
は
、
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
伊
奈
新
都
市
整
備
担
当

伊
奈
駐
在
（
電
話
〇
四
八
―
七
二
二
―
一
一
七
五
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。 



告 
 

示 

  
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
五
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
住
所
及
び
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を

行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
知

事
第
十
四

号 指
定
番
号 

ハ
ウ
ス
プ

ラ
ス
確
認

検
査
株
式

会
社 

名 
 

称 

東
京
都
港
区

芝
五
丁
目
三

十
三
番
七
号 

変
更
後
の
住

所 
東
京
都
港
区
芝
五

丁
目
三
十
三
番
七

号 変
更
後
の
構
造
計

算
適
合
性
判
定
の

業
務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地 

平
成
二
十
二
年
五

月
三
十
一
日 

住
所
及
び
事
務
所

の
所
在
地
の
変
更

日 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
四
号



告 
 

示 

  
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
五
号



１ 購入等件名及び数量 

埼玉県議会広報テレビ番組制作・放送業務 １番組 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県議会事務局政策調査課広報担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15

番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

平成22年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

株式会社テレビ埼玉 埼玉県さいたま市浦和区常盤６丁目36番４号 

５ 契約金額 

29,733,375円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約とした理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第

１項第１号に該当 



告 
 

示 

 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
平
成
二
十
二
年
度
及
び
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
県
が
締
結
す
る
県
立
特
別
支
援

学
校
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
行
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者 

 
 

県
立
特
別
支
援
学
校
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
行
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に 

 

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
に
関
す
る
審
査
（
以
下
「
資
格 

 

審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
結
果
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下 

 

「
資
格
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
と
し
て
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
一
般
競
争
入
札 

 

参
加
資
格
者
」
と
い
う
。
）
と
し
、
知
事
は
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者
を
県
立
特
別
支
援
学 

 

校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
登
録
名
簿
に
登
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

二 

資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
資
格
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

イ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者 

 

ロ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
の
一
般
競
争
入
札 

 
 

に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者 

 
 

ハ 

十
三
ホ
又
は
ヘ
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
資
格
を
取
り
消
さ
れ
、
当
該
取
消
し
の
日
か
ら 

 
 

二
年
を
経
過
し
な
い
者 

 

ニ 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者 

⒧ 

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ
の
一
般
乗
合 

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
免
許
若
し
く
は
許
可
を
受
け
て
い
な
い
者
又
は
当
該
免
許
若
し 

く
は
許
可
を
受
け
て
二
年
以
上
経
過
し
て
い
な
い
者 

⑵ 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ロ
の
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
免
許
若
し
く
は 

 

許
可
を
受
け
て
い
な
い
者
又
は
当
該
免
許
若
し
く
は
許
可
を
受
け
て
五
年
以
上
経
過
し
て 

 

い
な
い
者 

⑶ 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
二
号
の
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
受
け
た
期
間
が
、 

通
算
で
五
年
未
満
の
者 

 

ホ 

運
行
業
務
に
必
要
な
許
可
を
受
け
ら
れ
な
い
者 

三 

資
格
及
び
格
付 

 
 

資
格
は
、
業
務
の
規
模
及
び
契
約
金
額
に
応
じ
て
、
Ａ
級
、
Ｂ
級
及
び
Ｃ
級
の
三
つ
の
格
付 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
六
号



 

に
区
分
し
て
定
め
る
。 

四 

資
格
審
査 

 
 

資
格
審
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。 

 

イ 
売
上
額 

 

ロ 

経
営
規
模 

 
 

⒧ 

自
己
資
本
の
額 

 
 

⑵ 

事
業
用
自
動
車
の
台
数 

 
 

⑶ 

従
業
員
の
数 

 

ハ 

経
営
状
況 

 
 

⒧ 

流
動
比
率 

 
 

⑵ 

総
資
本
経
常
利
益
率 

 
 
 

⑶ 

固
定
資
産
自
己
資
本
率 

 

ニ 

営
業
期
間 

 

ホ 

免
許
、
許
可
又
は
過
去
の
業
務
実
績 

 
 

ヘ 

障
害
者
雇
用
状
況 

 
 

ト 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
の
認
証
取
得
状
況 

五 

資
格
審
査
の
申
請
方
法 

 
 

資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
の
申
請 

 

書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け 

 

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

イ 

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
項
目
票 

 

ロ 

営
業
経
歴
書
（
創
業
時
か
ら
現
在
ま
で
の
営
業
経
歴
を
記
載
し
た
も
の
） 

 
 

ハ 

営
業
所
一
覧
表 

 

ニ 
 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）

第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
記
事
項
証
明
書
（
履
歴
事
項
全
部
証
明
書
又
は
現
在
事
項
全

部
証
明
書
） 

 
 

ホ 
 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
市
区
町
村
長
が
発
行
す
る
身
分
証
明
書
の
写
し 

 

 

ヘ 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
後
見
登
記
等
フ
ァ
イ
ル
に
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人 

 
 

又
は
被
補
助
人
と
す
る
記
録
が
な
い
こ
と
の
証
明
書
の
写
し
（
被
保
佐
人
又
は
被
補
助
人
に

あ
っ
て
は
、
後
見
登
記
等
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証
明
書
） 

 

ト 
 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
決
算
報
告
書
の
写
し
（
申
請
日
の
直
前
一
年
間
の
事
業 

 
 

年
度
の
決
算
に
関
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
申
請
日
時
点
で
、
法
人
設
立
後
一
年
に
満
た
な
い 

 
 

も
の
に
あ
っ
て
は
、
提
出
可
能
な
決
算
に
関
す
る
も
の
） 

 

チ 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
所
得
税
確
定
申
告
書
等
の
写
し
（
申
請
日
の
直
前
一
年 



 
 

間
の
申
告
に
係
る
も
の
） 

 
リ 

事
業
税
の
納
税
証
明
書
（
申
請
日
の
直
前
一
年
間
の
事
業
年
度
に
お
け
る
埼
玉
県
内
の
事

業
所
に
係
る
も
の
） 

 

ヌ 
 

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
納
税
証
明
書 

 
 

ル 
 

障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
写
し
（
従
業
員
数
が
五
十
六
人
以
上
の
事
業
者
の
み
必
要
と 

 
 

す
る
。
） 

 
 

ヲ 
 

障
害
者
雇
用
の
証
明
書
（
障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い 

 
 

事
業
者
で
障
害
者
雇
用
を
行
っ
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。
） 

 
 

ワ 
 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
認
証
取
得
登
録
証
の
写
し
（
認
証
取
得
登
録
を
受
け
て
い
る
場
合
の

み
必
要
と
す
る
。
） 

 

カ 
 

委
任
状
（
入
札
、
契
約
、
代
金
の
請
求
又
は
受
領
等
を
代
理
人
に
委
任
す
る
場
合
の
み
必 

 
 

要
と
す
る
。
） 

 
 

ヨ 
 

在
籍
証
明
一
覧
表 

 

タ 
 

運
行
業
務
に
必
要
な
許
可
に
係
る
証
明
書
等
の
写
し
（
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
項 

 
 

目
票
及
び
営
業
所
一
覧
表
に
お
い
て
指
定
す
る
も
の
） 

 
 

レ 
 

申
請
者
が
被
保
佐
人
、
被
補
助
人
又
は
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
は
、
契
約
締
結
の
た
め
に 

 
 

必
要
な
同
意
を
し
て
い
る
者
が
発
行
す
る
同
意
書 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

六 

申
請
書
の
配
布
及
び
提
出
場
所 

 
 

〒
三
三
〇
丨
九
三
〇
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

埼
玉
県 

 

庁
第
二
庁
舎
十
階 

県
立
学
校
部
特
別
支
援
教
育
課
総
務
・
振
興
助
成
担
当 

電
話
〇
四
八
丨 

 

八
三
〇
丨
六
八
八
〇 

七 

資
格
審
査
の
申
請
時
期 

 
 

申
請
者
は
、
随
時
に
、
申
請
書
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

八 

申
請
者
へ
の
通
知 

 
 

知
事
は
、
資
格
審
査
の
結
果
を
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

九 

資
格
の
有
効
期
間 

 
 

資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
認
定
し
た
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す 

 

る
。 

十 

申
請
書
等
の
作
成
に
用
い
る
言
語
等 

 

イ 

申
請
書
及
び
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
項
目
票
は
、
日
本
語
で
作
成
し
な
け
れ
ば
な 

 
 

ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
書
類
で
外
国
語
で
記
載
し
て
あ
る
も
の
は
、
日
本
語
の
訳
文 

 
 

を
付
記
し
、
又
は
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

ロ 

申
請
書
及
び
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
項
目
票
の
金
額
表
示
は
、
日
本
国
通
貨
に
よ 

 
 

り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
書
類
で
外
国
通
貨
に
よ
り
金
額
を
表
示
し 



 
 

て
あ
る
も
の
は
、
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
表
示
を
付
記
し
、
又
は
添
付
し
な
け
れ
ば 

 
 

な
ら
な
い
。 

 
 

 

な
お
、
日
本
国
通
貨
へ
の
換
算
に
当
た
っ
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年 

 
 

大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
の
例
に
よ
る
も
の
と
す 

 
 

る
。 

十
一 

資
料
の
請
求
等 

 
 

知
事
は
、
資
格
審
査
に
際
し
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
資
料
の
提
出
若
し
く
は
提
示
又
は
説 

 

明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

十
二 

変
更
等
の
届
出 

 
 

申
請
書
の
提
出
後
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
営
業
を
休
止
し
、
若
し 

 

く
は
廃
止
し
た
場
合
又
は
営
業
の
停
止
命
令
を
受
け
た
場
合
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
知
事
に 

 

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

イ 

商
号
、
名
称
又
は
氏
名 

 

ロ 

代
表
者
又
は
代
理
人 

 

ハ 

所
在
地
（
代
理
人
の
所
在
地
を
含
む
。
） 

 

ニ 

印
鑑
（
実
印
、
使
用
印
又
は
代
理
人
印
） 

 

ホ 

資
本
金 

 

ヘ 

電
話
番
号
及
び
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号 

 

ト 

登
録
、
免
許
、
許
可
等
に
関
す
る
事
項 

 

 
 

チ 

障
害
者
雇
用
状
況 

 
 

リ 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
の
認
証
取
得
状
況 

十
三 

資
格
の
取
消
し 

 
 

知
事
は
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
資 

 

格
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

二
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
な
っ
た
と
き
。 

 

ロ 

営
業
に
関
し
必
要
な
登
録
、
免
許
、
許
可
等
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き
。 

 

ハ 

申
請
書
又
は
そ
の
添
付
書
類
等
に
故
意
に
虚
偽
の
事
項
を
記
載
し
た
と
き
。 

 

ニ 

経
済
的
信
用
を
著
し
く
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

ホ 

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十 

 
 

四
号
）
第
三
条
又
は
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
て
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
告 

 
 

発
、
排
除
勧
告
又
は
審
判
開
始
決
定
を
受
け
た
場
合
で
極
め
て
悪
質
で
あ
る
と
知
事
が
認
め 

 
 

た
と
き
。 

 

へ 

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
逮
捕 

 
 

さ
れ
、
又
は
逮
捕
を
経
ず
に
起
訴
さ
れ
た
場
合
で
極
め
て
悪
質
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
と 



 
 

き
。 

 
 

ト 
 

安
全
運
行
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

      



 

別記様式                                                       新規 ・ 更新 

 

処 
理 
欄 

受付日 
 
    年  月  日 

 
                 
      市 町 村 

 
 
 

登録番号 
           
 

処理欄には記入しないでください。 
 

 

県立特別支援学校スクールバス運行業務一般競争入札参加資格審査申請書 

 
  埼玉県が行う平成２２年度及び平成２３年度の県立特別支援学校のスクールバスの運行業務の 
 一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて資格審査を申請いたします。 
  なお、この申請書及び添付書類の記載事項については、事実と相違ないことを宣誓します。 
 

平成  年  月  日  
（あて先） 

 埼玉県知事 
         
 申 請 者  （〒   －    ） 
                  住所又は所在地 
 
           （ふりがな） 
         商号又は名称                        
 
                   （ふりがな） 
         代表者職・氏名                                   印 
 
 
         電話番号     （     －     －      ） 
 
 ○添付書類 
 ※１ 一般競争入札参加資格審査項目票 
 ※２ 営業経歴書（創業時から現在までの営業経歴を記載したもの） 
  ※３ 営業所一覧表 
  ※４  申請者が法人の場合：商業登記法第10条第１項に規定する登記事項証明書    
    ５  申請者が個人の場合：市区町村長が発行する身分証明書      
  ６ 申請者が個人の場合：後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録 

              がないことの証明書（被保佐人又は被補助人にあっては、後見登記等フ 

              ァイルに記録されている事項の証明書） 
 ※７  申請者が法人の場合：決算報告書の写し（直近時決算のもの１か年分） 
  ８ 申請者が個人の場合：所得税確定申告書等の写し（直近時申告のもの１か年分） 
  ９ 事業税の納税証明書（埼玉県内の事業所に係るもの直近１か年分） 
 ※10  消費税及び地方消費税の納税証明書 
    11  障害者雇用状況報告書の写し（従業員数が５６人以上の事業者のみ） 
  12  障害者雇用の証明書（障害者雇用状況報告書の提出が義務づけられていない事業者で障害者雇 

    用を行っている場合のみ） 
  13  ＩＳＯ１４００１認証取得登録証の写し（登録を受けている場合のみ） 
   14 委任状（入札、契約、代金の請求等を代理人に委任する場合のみ） 
  ※15  在籍証明一覧表 
  ※16  運行業務に必要な許可に係る証明書等の写し（一般競争入札参加資格審査項目票及び営業所一 

    覧表において指定するもの） 
  17  同意書（被保佐人、被補助人又は未成年者の場合のみ） 

(注)番号の前に※印を付してある書類は、添付を省略することができないものです。 



１ 使用印鑑   

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）「使用印鑑」とは、入札書、見積書、契約書及び請求

    書に押印する印鑑です。   

 

 

 

 

 

２ 申請日直前の事業年度２年間における契約状況  

（１）バス業務 

乗合・貸切・特定 契約者 業務の内容 契約金額 契約期間 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

（２）バス業務以外 

発注者 業務の内容 契約金額 契約期間又は契約日 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(注)１ ２年間における主な業務で、契約金額の高いものから記載すること。 

  ２ 契約が毎年更新されている場合も、合算せずに契約ごとに記載すること。 



告 
 

示 

  
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
七
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立浦和特別支援学校スクールバス運行業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 埼玉県さいたま

市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成22年３月29日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  大和観光自動車株式会社 埼玉県さいたま市北区本郷町130番地２ 

５ 契約金額 

  45,790,500円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１

項第１号に該当 

 

 



告 
 

示 

  
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
八
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立所沢おおぞら特別支援学校スクールバス運行業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 埼玉県さいたま

市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成22年３月29日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  イーグルバス株式会社 埼玉県川越市中原町２丁目８番地２ 

５ 契約金額 

  234,814,860円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１

項第１号に該当 



告 
 

示 

  
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
九
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立宮代特別支援学校スクールバス運行業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 埼玉県さいたま

市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成22年３月29日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  丸建自動車株式会社 埼玉県上尾市上尾村1069番地 

５ 契約金額 

  52,710,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１

項第１号に該当 

 

 



告 
 

示 

  
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立越谷特別支援学校スクールバス運行業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 埼玉県さいたま

市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成22年３月29日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  関東自動車株式会社 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目６番18号 

５ 契約金額 

  99,419,250円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１

項第１号に該当 

 

 



告 
 

示 

  
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
一
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立川島ひばりが丘特別支援学校スクールバス運行業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 埼玉県さいたま

市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成22年３月29日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  イーグルバス株式会社 埼玉県川越市中原町２丁目８番地２ 

５ 契約金額 

  66,184,710円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１

項第１号に該当 

 

 



告 
 

示 

  
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
二
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立秩父特別支援学校スクールバス運行業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 埼玉県さいたま

市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成22年３月29日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  有限会社新井運輸 埼玉県秩父郡皆野町大字金崎56番地 

５ 契約金額 

  42,115,500円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１

項第１号に該当 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

 

池 

田 

秀 

生 

一 

道
路
の
種
類  

一
般
国
道 

二 

路

線

名  

四
百
六
十
三
号 

三 

道
路
の
区
域 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

所
沢
市
若
狭
四
丁
目
二
三
八
八

番
三
四
地
先
か
ら 

同
市
若
狭
四
丁
目
二
四
五
一
番

四
九
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

 

二
五
．
〇
〇
～ 

 
 

 
 

 

三
三
．
五
〇 

 

二
五
．
〇
〇
～ 

 
 

 
 

 

三
六
．
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

二
九
．
四
四 

  

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

    

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

 

池 

田 

秀 

生 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

  

川
越
坂
戸
毛
呂
山
線 

  

路 
 

線 
 

名 

  

川
越
市
大
字
上
寺
山
字
東
田
四
〇
八
番

三
地
先
か
ら
同
市
大
字
上
寺
山
字
東
田
三

九
四
番
七
地
先
ま
で 

 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
二
年
五
月
三
十
一
日 

供
用
開
始
の
期
日 

  

延
長
一
二
六

・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

  

備  

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
五
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

 

池 

田 

秀 

生 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

  

川
越
坂
戸
毛
呂
山
線 

  

路 
 

線 
 

名 

  

川
越
市
大
字
鯨
井
字
有
泉
一
八
〇
二
番

一
地
先
か
ら
同
市
大
字
鯨
井
字
有
泉
一
四

七
四
番
一
地
先
ま
で 

 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
二
年
五
月
三
十
一
日 

供
用
開
始
の
期
日 

  

延
長
二
二
〇

・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

  

備  

 

考  



 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
六
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
六
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
二
〇
〇
〇
六
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
四
日 

 
 

川
建
セ
第
二
二
〇
〇
一
八
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

比
企
郡
小
川
町
大
字
青
山
字
堀
北
一
二
四
四
ー
八
、
一
二
四
四
ー
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

比
企
郡
小
川
町
大
字
青
山
一
二
四
一
ー
八 

 
 

鈴
木 

淑
枝 

 
 

 
 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
六
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
一
〇
一
六
四
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
五
日 

 
 

川
建
セ
第
二
二
〇
〇
一
九
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

比
企
郡
吉
見
町
大
字
江
綱
字
裏
屋
敷
一
二
〇
六
―
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

比
企
郡
吉
見
町
大
字
江
綱
一
二
三
五 

 
 

小
高 

久
佳 









 
 
 
 
 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
五
十
九
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
草
加

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
の
報
告
が

あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

憲 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

              

草
加
市
高
齢
者

福
祉
セ
ン
タ
ー 

「
ふ
れ
あ
い
の

里
」 

高
砂
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

施
設
の
名
称 

草
加
市
新
里
町
一
〇
六
番
地
六 

草
加
市
中
央
一
丁
目
二
番
五
号 

所

在

地 

草

加

市

長 

草

加

市

長 

管

理

者 

八
〇
人 

一
八
〇
人 

収

容

人

員 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
十
号 

  

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

                     
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 

         



（平成22年４月１日～４月30日受理分。記載順序は五十音順。） 

  その他の政治団体 

 (ｱ) 国会議員関係政治団体以外の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届 出 年 月 日 

新井重一郎後援会「新風会」 笠原 正昭 大場 正紀 秩父市上吉田２５７３ 平成 22 年 4 月 12 日 

石川せいじ後援会 石川 勝夫 皆川 晴雄 蓮田市黒浜４８０９－１ 平成 22 年 4 月 14 日 

井手大喜と頼れる次世代を目指す会 井手 大喜 藤井 政光 草加市谷塚上町４６６－２１ 平成 22 年 4 月 28 日 

伊藤岳後援会 川野 幸徳 酒井 隆三 さいたま市浦和区仲町３－２－２４品田ビル２０１ 平成 22 年 4 月 19 日 

おがわ愛子を支える会 小川 幸� 渡辺 栄一 ふじみ野市上福岡１－１２－６ 平成 22 年 4 月 13 日 

金井のぶお後援会 金井 伸夫 金井 延江 和光市本町３１－２－５１３ 平成 22 年 4 月 8 日 

元気さいたまの会 金子 守 神山 一明 新座市本多１－１－２４ 平成 22 年 4 月 19 日 

広友会 高瀬 定夫 川畑 敏子 さいたま市西区指扇領辻１４６－２ 平成 22 年 4 月 6 日 

小久保博史後援会 関口 守弘 小久保 恭子 春日部市備後東８－５４－５ 平成 22 年 4 月 23 日 

小林しょうじ後援会 増田 信次 有賀 ひろみ 川越市霞ヶ関北３－１ 平成 22 年 4 月 1 日 

政治結社樹龍会 髙梨 和外 粂原 学 上尾市平塚２０９３ 平成 22 年 4 月 15 日 

仙田さだむ後援会 仙田 定 仙田 美幸 ふじみ野市西２－１－２５ 平成 22 年 4 月 2 日 

高瀬広子と歩む会 高瀬 広子 川畑 敏子 さいたま市西区指扇領辻１４６－２ 平成 22 年 4 月 6 日 

高橋としまさ後援会 高橋 淨 高橋 佳子 鴻巣市中井２４０－１ 平成 22 年 4 月 13 日 

田島行雄後援会 小熊 秀之 田島 幹雄 久喜市久本寺２９０ 平成 22 年 4 月 1 日 

中野徹後援会 上手 一雄 榎本 武彦 草加市中根２－１９－３ 平成 22 年 4 月 6 日 



比企郡市歯科医師連盟 松﨑 俊一 金子 勉 東松山市元宿１－８－１８ 平成 22 年 4 月 1 日 

開かれた川口市政と議会を実現する会 永瀬 一浩 永瀬 一浩 川口市川口６－４－２９－１０８ 平成 22 年 4 月 5 日 

松沢一雄後援会 新井 征一郎 引間 和彦 秩父市柳田町８－２７ 平成 22 年 4 月 2 日 

 (ｲ) 法第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 公職の種類 届出年月日 

長谷川こうせい支援会 長谷川 幸世 長谷川 幸世 熊谷市曙町４－７６ 参議院議員 平成22年4月30日 

 (ｳ) 法第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 公職の候補者の氏名 公職の種類 届出年月日 

長谷川こうせい支援会 長谷川 幸世 長谷川 幸世 熊谷市曙町４－７６ 長谷川 幸世 参議院議員 平成22年4月30日 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
十
一
号 

 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日 

                     
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 

       



（平成22年４月１日～４月30日受理分。記載順序は五十音順。） 

 (1) 政党の支部 

政治団体の名称  異動事項   新   旧 届出年月日 

自由民主党埼玉県歯科医師支部 代表者 飼馬 直樹 岡野 祐三 平成22年4月16日 

自由民主党さいたま市岩槻区支部 代表者 小島 信昭 大沢 立承 平成22年4月  7日 

 会計責任者 真々田 富男 並木 清 同 上 

 主たる事務所の所在地 さいたま市岩槻区本宿２９８－５ さいたま市岩槻区高曽根１０３７ 同 上 

自由民主党狭山支部 代表者 本木 茂 武藤 喜八 平成22年4月16日 

 主たる事務所の所在地 狭山市北入曽２９４ 狭山市富士見２－２５－３ 同 上 

自由民主党草加支部 代表者 増田 好男 谷古宇 勘司 平成22年4月30日 

自由民主党嵐山支部 会計責任者 �場 道雄 藤野 幹男 平成22年4月28日 

民主党埼玉県第１１区総支部 代表者 山根 隆治 枝野 幸男 平成22年4月 9日 

 会計責任者 高山 智司 武正 公一 同 上 

 公職の候補者の氏名 山根 隆治 枝野 幸男 同 上 

 公職の種類 参議院議員 衆議院議員 同 上 

 

(2) その他の政治団体 

政治団体の名称  異動事項   新   旧 届出年月日 

石井みどり埼玉県後援会 代表者 今坂 俊介 鴨田 博司 平成22年4月16日 

入間郡市歯科医師連盟 代表者 本戸 歳知 荒井 利夫 平成22年4月  7日 



 会計責任者 岡村 秋野 篠原 廣美 同 上 

大里郡市歯科医師連盟 代表者 大浜 豊 井口 務 平成22年4月  8日 

 会計責任者 小菅 一也 大浜 豊 同 上 

 主たる事務所の所在地 深谷市東方町３－１９－１４ 大里郡寄居町用土４４３４ 同 上 

加藤幸雄後援会 代表者 加藤 好久 長谷川 操 平成22年4月  2日 

北足立歯科医師連盟 代表者 馬橋 亟男 野本 清福 平成22年4月  2日 

 会計責任者 今村 俊介 新井 洋臣 同 上 

行田市医師連盟 代表者 根本 和雄 中野 光庸 平成22年4月15日 

熊谷市歯科医師連盟 代表者 小澤 博道 須永 久士 平成22年4月22日 

埼玉県歯科医師連盟 代表者 飼馬 直樹 岡野 祐三 平成22年4月 16日 

埼玉県自動車整備政治連盟 会計責任者 清水 智 矢島 照夫 平成22年4月  1日 

さいたま市与野医師連盟 代表者 澁谷 純一 北村 勉 平成22年4月  6日 

 会計責任者 柳垣 秀徳 澁谷 純一 同 上 

狭山市医師連盟 代表者 廣澤 信作 島﨑 至弘 平成22年4月  7日 

 会計責任者 高木 正人 寳積 克彦 同 上 

市民の役所をつくる会 名称 市民の役所をつくる会 ワイワイ市民の役所をつくる会 平成22年4月  5日 

 代表者 古山 和子 利根川 永司 同 上 

政治結社樹龍会 代表者 髙梨 和外 武内 誠志 平成22年4月15日 

関口まさかず埼玉県歯科医師後援会 代表者 井口 務 井本 邦彦 平成22年4月16日 



田島行雄後援会 代表者 小熊 秀之 中村 富士雄 平成22年4月 1日 

 会計責任者 田島 幹雄 野原 栄一 同 上 

とねがわ永司を育てる会 代表者 室谷 秀男 利根川 永司 平成22年4月  5日 

 主たる事務所の所在地 鴻巣市本町１－７－３０ 鴻巣市原馬室３７０２ 同 上 

野口克博後援会 代表者 野口 克博 河村 修司 平成22年4月  7日 

飯能地区医師連盟 代表者 石井 道夫 小室 舜一 平成22年4月 7日 

 会計責任者 増島 宏徳 石井 道夫 同 上 

東入間医師連盟 代表者 安田 福輝 中島 俊彦 平成22年4月23日 

本庄市児玉郡医師連盟 会計責任者 富沢 峰雄 服部 浩一 平成22年4月  9日 

南埼玉郡市医師連盟 代表者 前島 静顕 三須 徳雄 平成22年4月20日 

勇政会 主たる事務所の所在地 さいたま市見沼区風渡野４３０－６１－１Ｆ さいたま市見沼区風渡野４３０－６１－３Ｆ 平成22年4月14日 

吉川松伏医師連盟 名称 吉川松伏医師連盟 北�南部医師連盟 平成22年4月27日 

 代表者 平井 真実 石井 一嘉 同 上 

 会計責任者 平井 真実 石井 一嘉 同 上 

蕨戸田歯科医師連盟 代表者 山岡 昌彦 福島 敏夫 平成22年4月30日 

 会計責任者 海野 智 今福 健二 同 上 

 主たる事務所の所在地 蕨市中央７－１７－２１ 蕨市中央５－１６－１ 同 上 
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埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
十
二
号 

 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

別
記
一
の
政
治
団
体
及
び
同
条
第
二
項
の
適
用
団
体
で
あ
る
別
記
二
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 

な
お
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
の
提
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
別
記
三
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
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別記１（平成22年４月１日～４月30日受理分。記載順序は五十音順。） 

    その他の政治団体 

政治団体の名称 解 散 年 月 日 届 出 年 月 日 

あすの春日部を考える市民の会 平成22年 4月23日 平成22年 4月23日 

今井俊雄後援会 平成22年 3月30日 平成22年 4月 7日 

大野松茂入間市後援会 平成22年 3月31日 平成22年 4月 8日 

かくた礼子後援会 平成22年 4月26日 平成22年 4月26日 

活力とぬくもりのある神川を創る会 平成22年 2月 4日 平成22年 4月 5日 

圭友会 平成22年 2月28日 平成22年 4月 9日 

清風政経懇話会 平成22年 2月28日 平成22年 4月 9日 

髙野安之後援会 平成22年 4月20日 平成22年 4月21日 

竹ノ内正元後援会 平成22年 3月31日 平成22年 4月 6日 

野口浩昭後援会 平成22年 3月23日 平成22年 4月 5日 

宮代を良くする会 平成22年 4月 1日 平成22年 4月 1日 

別記２（平成22年４月１日～４月30日受理分。記載順序は五十音順。） 

   その他の政治団体 

政治団体の名称 解 散 年 月 日 届 出 年 月 日 

新井重一郎後援会「新風会」 平成22年 4月12日 平成22年 4月12日 

石川せいじ後援会 平成22年 4月14日 平成22年 4月14日 

おがわ愛子を支える会 平成22年 4月12日 平成22年 4月13日 

広友会 平成22年 4月 2日 平成22年 4月 6日 

小久保博史後援会 平成22年 4月23日 平成22年 4月23日 

政治結社樹龍会 平成22年 4月15日 平成22年 4月15日 

高瀬広子と歩む会 平成22年 4月 2日 平成22年 4月 6日 



高橋としまさ後援会 平成22年 4月13日 平成22年 4月13日 

田島行雄後援会 平成22年 4月 1日 平成22年 4月 1日 

田島行雄後援会 平成22年 4月 1日 平成22年 4月 1日 

 



別記３ 

政治団体の名称  あすの春日部を考える市民の会 

報告年月日  平成２２年４月２３日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額         0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額            0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

 

政治団体の名称  今井俊雄後援会 

資金管理団体の届出をした者の氏名  今井 俊雄 

資金管理団体の届出に係る公職の種類  深谷市議会議員 

報告年月日  平成２２年３月３０日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       500,000円 

    ア 前年繰越額       500,000円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

報告年月日  平成２２年４月７日 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       500,000円 

    ア 前年繰越額       500,000円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

 

政治団体の名称  大野松茂入間市後援会 

報告年月日  平成２２年３月３０日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額        64,212円 

    ア 前年繰越額        64,165円 

   イ 本年収入額        47円 

 （２）支 出 総 額        20,000円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア その他の収入 

   （ア）１０万円未満の収入       47 円 

   合  計                   47 円 

 （２）支出の内訳 

   ア 経常経費 

   （ア）備品・消耗品費       8,650 円 

   イ 政治活動費 

   （ア）組織活動費        11,350 円 

   合  計              20,000 円 

報告年月日  平成２２年４月８日 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額        44,222円 

    ア 前年繰越額        44,212円 

   イ 本年収入額        10円 

 （２）支 出 総 額        44,222円 

 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア その他の収入 

   １０万円未満の収入             10 円 

   合  計                   10 円 

 （２）支出の内訳 

   ア 政治活動費 

   （ア）組織活動費        44,222 円 



   合  計              44,222 円 

 

政治団体の名称  かくた礼子後援会 

資金管理団体の届出をした者の氏名  角田 礼子 

資金管理団体の届出に係る公職の種類  久喜市議会議員 

報告年月日  平成２２年２月５日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額             0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

報告年月日  平成２２年４月２６日 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額             0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

 

政治団体の名称  活力とぬくもりのある神川を創る会 

資金管理団体の届出をした者の氏名  田村 啓 

資金管理団体の届出に係る公職の種類  神川町長 

報告年月日  平成２２年３月２６日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       399,590円 

    ア 前年繰越額       399,590円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

報告年月日  平成２２年４月５日 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       399,590円 

    ア 前年繰越額       399,590円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額          0円 

 

政治団体の名称  圭友会 

報告年月日  平成２２年３月９日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額     9,183,556円 

    ア 前年繰越額     9,183,556円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

報告年月日  平成２２年４月９日 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額     9,183,556円 

    ア 前年繰越額     9,183,556円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額     9,183,556円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）支出の内訳 

   ア 政治活動費 

   （ア）寄附・交付金     9,183,556 円 

   合  計            9,183,556 円 

 

政治団体の名称  清風政経懇話会 

報告年月日  平成２２年３月９日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額        23,833円 

    ア 前年繰越額        23,833円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

報告年月日  平成２２年４月９日 



（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       23,833円 

    ア 前年繰越額        23,833円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額        23,833円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）支出の内訳 

   ア 政治活動費 

   （ア）寄附・交付金        28,833 円 

   合  計               28,833 円 

 

政治団体の名称  髙野安之後援会 

報告年月日  平成２２年２月１２日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       113,862円 

    ア 前年繰越額         3,862円 

   イ 本年収入額      110,000円 

 （２）支 出 総 額       108,990円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア 寄  附 

   （ア）寄  附 

     a  個人からの寄附       110,000 円 

 〔 寄附の内訳 〕 

   ア 個人からの寄附 

   （寄附者の氏名） （金 額） （住   所） 

    高野安之      110,000 円  秩父市 

 （２）支出の内訳 

   ア 政治活動費 

   （ア）機関紙誌の発行その他の事業費 

     a 機関紙誌の発行事業費   108,990 円 

   合  計             108,990 円 

報告年月日  平成２２年４月２１日 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額        4,872円 

    ア 前年繰越額         4,872円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額         4,872円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）支出の内訳 

   ア 政治活動費 

   （ア）その他の経費         4,872 円 

   合  計                4,872 円 

 

政治団体の名称  竹ノ内正元後援会 

報告年月日  平成２２年３月３１日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額         0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

報告年月日  平成２２年４月６日 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額         0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

 

政治団体の名称  野口浩明後援会 

報告年月日  平成２２年４月５日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       22,554円 



    ア 前年繰越額        22,554円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額        10,750円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）支出の内訳 

   ア 政治活動費 

   （ア）組織活動費        10,750 円 

   合  計              10,750 円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       11,794円 

    ア 前年繰越額        11,794円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

 

政治団体の名称  宮代を良くする会 

報告年月日  平成２２年３月８日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       755,413円 

    ア 前年繰越額       752,282円 

   イ 本年収入額       3,131円 

 （２）支 出 総 額         3,020円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア 寄  附 

   （ア）寄  附 

     a  個人からの寄附         2,675 円 

 〔 寄附の内訳 〕 

   ア 個人からの寄附 

   （寄附者の氏名） （金 額） （住   所） 

    その他の寄附   2,675 円 

   イ その他の収入 

   （ア）１０万円未満の収入      456 円 

   合  計                3,131 円 

 （２）支出の内訳 

   ア 政治活動費 

   （ア）組織活動費         3,020 円 

   合  計               3,020 円 

 

 

報告年月日  平成２２年４月１日 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       752,530円 

    ア 前年繰越額       752,393円 

   イ 本年収入額        137円 

 （２）支 出 総 額       752,530円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア その他の収入 

   （ア）１０万円未満の収入     137 円 

   合  計               137 円 

  （２）支出の内訳 

   ア 政治活動費 

   （ア）組織活動費         1,850 円 

   （イ）寄附・交付金       750,680 円 

   合  計             752,530 円 

 

政治団体の名称  新井重一郎後援会「新風会」 

報告年月日  平成２２年４月１２日 

（平成１９年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２０年分） 



１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

 

政治団体の名称  石川せいじ後援会 

報告年月日  平成２２年４月１４日 

（平成２０年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

 

政治団体の名称  おがわ愛子を支える会 

報告年月日  平成２２年４月１３日 

（平成１９年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       321,825円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額      321,825円 

 （２）支 出 総 額       321,825円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア 寄  附 

   （ア）寄  附 

     a  個人からの寄附       321,825 円 

   合  計              321,825 円 

 〔 寄附の内訳 〕 

   ア 個人からの寄附 

   （寄附者の氏名） （金 額） （住   所） 

    小川 愛子     321,825 円  ふじみ野市 

 （２）支出の内訳 

   ア 政治活動費 

   （ア）機関紙誌の発行その他の事業費 

     a 宣伝事業費       321,825 円 

   合  計             321,825 円 

（平成２０年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 



（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

 

政治団体の名称  広友会 

報告年月日  平成２２年４月６日 

（平成２０年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       354,000円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額      354,000円 

 （２）支 出 総 額       301,764円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア 寄  附 

   （ア）寄  附 

     a  個人からの寄附       152,000 円 

   イ 機関紙誌の発行その他の事業による収入 

     a 懇親会         202,000 円 

   合  計              354,000 円 

 〔 寄附の内訳 〕 

   ア 個人からの寄附 

   （寄附者の氏名） （金 額） （住   所） 

    その他の寄附    152,000 円 

 （２）支出の内訳 

   ア 政治活動費 

   （ア）組織活動費       301,764 円 

   合  計             301,764 円 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額      819,386円 

    ア 前年繰越額        52,236円 

   イ 本年収入額      767,150円 

 （２）支 出 総 額       739,519円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア 寄  附 

   （ア）寄  附 

     a  個人からの寄附       156,150 円 

   イ 機関紙誌の発行その他の事業による収入 

     a 懇親会         611,000 円 

   合  計              767,150 円 

 〔 寄附の内訳 〕 

   ア 個人からの寄附 

      （寄附者の氏名） （金 額） （住   所） 

   その他の寄附   156,150 円 

（２）支出の内訳 

   ア 政治活動費 

   （ア）組織活動費        739,519 円 

   合  計             739,519 円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       184,667円 

    ア 前年繰越額        79,867円 

   イ 本年収入額      104,800円 

 （２）支 出 総 額        95,752円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア 寄  附 



   （ア）寄  附 

     a  個人からの寄附        30,000 円 

   イ 機関紙誌の発行その他の事業による収入 

     a 懇親会         74,800 円 

   合  計              104,800 円 

 〔 寄附の内訳 〕 

   ア 個人からの寄附 

   （寄附者の氏名） （金 額） （住   所） 

    その他の寄附  30,000 円 

 （２）支出の内訳 

   ア 政治活動費 

   （ア）組織活動費        95,752 円 

   合  計              95,752 円 

 

政治団体の名称  小久保博史後援会 

報告年月日  平成２２年４月２３日 

（平成２０年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

 

政治団体の名称  政治結社樹龍会 

報告年月日  平成２２年４月１５日 

（平成１８年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１９年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２０年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

 



政治団体の名称  高瀬広子と歩む会 

資金管理団体の届出をした者の氏名  高瀬 広子 

資金管理団体の届出に係る公職の種類  さいたま市議会議員 

報告年月日  平成２２年４月６日 

（平成２０年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額        81,535円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額       81,535円 

 （２）支 出 総 額        81,535円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア 寄  附 

   （ア）寄  附 

     a  個人からの寄附        81,535 円 

   合  計               81,535 円 

 〔 寄附の内訳 〕 

   ア 個人からの寄附 

   （寄附者の氏名） （金 額） （住   所） 

    高瀬 定夫      81,535 円  さいたま市 

 （２）支出の内訳 

   ア 政治活動費 

   （ア）組織活動費        81,535 円 

   合  計              81,535 円 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       109,648円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額      109,648円 

 （２）支 出 総 額       109,018円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア 寄  附 

   （ア）寄  附 

     a  個人からの寄附       109,648 円 

   合  計              109,648 円 

 〔 寄附の内訳 〕 

   ア 個人からの寄附 

   （寄附者の氏名） （金 額） （住   所） 

    高瀬 定夫     109,648 円  さいたま市 

 （２）支出の内訳 

   ア 政治活動費 

   （ア）組織活動費       109,018 円 

   合  計             109,018 円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額        67,498円 

    ア 前年繰越額           630円 

   イ 本年収入額       66,868円 

 （２）支 出 総 額        66,238円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア 寄  附 

   （ア）寄  附 

     a  個人からの寄附        66,868 円 

   合  計               66,868 円 

 〔 寄附の内訳 〕 

   ア 個人からの寄附 

   （寄附者の氏名） （金 額） （住   所） 

    高瀬 定夫      66,868 円  さいたま市 

 （２）支出の内訳 

   ア 政治活動費 

   （ア）組織活動費        66,238 円 

   合  計              66,238 円 

 

政治団体の名称  高橋としまさ後援会 

報告年月日  平成２２年４月１３日 

（平成２０年分） 



１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

 

政治団体の名称  田島行雄後援会 

報告年月日  平成２２年４月１日 

（平成３年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成４年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成５年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成６年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成７年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成８年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成９年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１０年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 



（平成１１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１３年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１４年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１５年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１６年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１７年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１８年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１９年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２０年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 



 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

 

政治団体の名称  田島行雄後援会 

資金管理団体の届出をした者の氏名  田島 行雄 

資金管理団体の届出に係る公職の種類  久喜市議会議員 

報告年月日  平成２２年４月１日 

（平成７年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成８年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成９年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１０年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１３年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１４年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１５年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１６年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 



 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１７年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１８年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成１９年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２０年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額            0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額          0円 

    ア 前年繰越額             0円 

   イ 本年収入額         0円 

 （２）支 出 総 額             0円 
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（平成22年４月１日～４月30日受理分。記載順序は五十音順。） 

 その他の政治団体 

届出者の氏名(代表者の氏名) 公職の種類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 届 出 年 月 日 

高瀬 広子 さいたま市議会議員 高瀬広子と歩む会 さいたま市西区指扇領辻１４６－２ 平成22年 4月  6日 
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（平成22年４月１日～４月30日受理分。記載順序は五十音順。） 

 その他の政治団体 

届出者の氏名(代表者の氏名) 公職の種類 資金管理団体の名称 指定取消年月日 届出年月日 

今井 俊雄 深谷市議会議員 今井俊雄後援会 平成 22 年 3 月 30 日 平成 22 年 4 月 7 日 

角田 礼子 久喜市議会議員 かくた礼子後援会 平成 22 年 4 月 26 日 平成 22 年 4 月 26 日 

高瀬 広子 さいたま市議会議員 高瀬広子と歩む会 平成 22 年 4 月 2 日 平成 22 年 4 月 6 日 

田島 行雄 久喜市議会議員 田島行雄後援会 平成 22 年 4 月 1 日 平成 22 年 4 月 1 日 

田村 啓 神川町長 活力とぬくもりのある神川を創る会 平成 22 年 2 月 4 日 平成 22 年 4 月 5 日 
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